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「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」

　
　
　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
０
８

　

〜
一
人
ひ
と
り
が
輝
く
た
め
に
〜
（
入
場
無
料
）

　

少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
時
代
を
迎
え
、
こ
れ
ま

で
の
働
き
方
で
は
、
個
人
、
企
業
・
組
織
、
社
会
全

体
が
持
続
可
能
で
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

仕
事
と
家
庭
の
調
和
を
意
味
す
る
「
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
Ｗ
Ｌ
Ｂ
）」
を
実
現
す
る
職
場

環
境
づ
く
り
は
、
差
し
迫
っ
た
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
仕
事
（
ワ
ー
ク
）

と
生
活
（
ラ
イ
フ
）
の
調
和
（
バ
ラ
ン
ス
）
実
現
の

た
め
に
、
今
な
に
が
必
要
か
、
職
業
・
家
庭
・
地
域

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に

考
え
ま
す
。

□
日
時

　

11
月
20
日
（
木
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
4
時
50
分

□
会
場

　

と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
ほ
か

　

（
旧
鳥
取
県
民
文
化
会
館
）（
鳥
取
市
尚
徳
町
）

□
内
容

　

○
基
調
講
演

　
　

パ
ク
・
ジ
ョ
ア
ン
・
ス
ッ
ク
チ
ャ
さ
ん

　
　

（
ワ
ー
ク
／
ラ
イ
フ
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）

　

○ 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

○ 

分
科
会

　

問
い
合
わ
せ
先

　

鳥
取
県
庁
男
女
共
同
参
画
推
進
課

　

☎
０
８
５
７
‐
26
‐
７
７
９
２

11月 17日から11月 23日まで

 全国一斉「女性の人権ホットライン」 強化週間です！

　法務省の法務局および人権擁護委員連合会では、

悩みを持った女性が気軽に相談できるように専用の

電話相談窓口である「女性の人権ホットライン」を

月曜日から金曜日まで、午前 8時 30 分から午後 5

時 15 分まで開設しています。

〔全国共通相談電話番号〕

０５７０‐ ０７０‐８１０
（時間外は留守番電話で対応しています）

　「女性の人権ホットライン」は、男女差別、セク

シュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオ

レンス、ストーカーなどの相談や困っている問題な

ど、女性の人権に関わるあらゆることの相談に応じ

ています。

　相談は無料で秘密は固く守りますので、お気軽に

ご相談ください。

　特に「女性に対する暴力をなくす運動」の期間中

の 1週間を強化週間として、開設時間を延長して相

談に応じます。

○ セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）

　性的な関心や欲求に基づく、相手を不快にさせる性的

な言動、いわゆる性的ないじめやいやがらせをいいます。

○ ドメスティック・バイオレンス

　配偶者や恋人などのパートナーなど親密な関係にあ

る、またはあった人から加えられる暴力をいいます。

○ ストーカー

　相手の意志を無視し、相手を追っかけ、恋愛感情を求

めたり、あるいは金銭面でも不法な形で追いかけるなど、

つきまとう人をいいます。

【期間】　平成 20年 11 月 17 日（月）から平成 20年 11 月 23 日（日）まで

【時間】　月～金曜日　午前 8時 30分～午後 7時

　　　　土、日曜日　午前 10時～午後 5時

【電話番号】　０５７０－０７０－８１０（全国共通）

　◆問い合わせ先　　鳥取地方法務局人権擁護課　☎０８５７‐２２‐２２８９


